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【手続補正書】
【提出日】令和3年8月16日(2021.8.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒトの眼又は皮膚の表面を処置するための組成物において、
　水と、
　アボカド油を０．０５％～０．５％にて含有し、さらにホホバ油、ティーツリー油、コ
コナツ油、オレウロペイン、綿実油、ヒマワリ油、トウモロコシ油、アマニ油、菜種油、
ティーツリー油、アルガン油、ヒマシ油、ダイズ油、オリーブ油、キャラウェイ油、ロー
ズマリー油、ペパーミント油、ヒマワリ油、ユーカリ油、ベルガモット油、フェンネル油
、ゴマ油、メントール油、ヤクヨウニンジン油、ナツメ油、オクラ油、これらの誘導体、
及び任意の２種以上の混合物のうちの少なくとも１つからなる群から選択される油を含有
する疎水性構成要素であって、ドライアイ症候群の愁訴があるヒトの眼に入れられたとき
に、ドライアイ症候群を有利に処置するために有効な量で存在する疎水性構成要素とを含
有する、組成物。
【請求項２】
　等張剤、粘度増強剤、及び界面活性剤をさらに含有する、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記等張剤は、アルカリ金属の塩化物、ヒアルロン酸塩、アクリル酸塩、及びグリセリ
ンからなる群から選択される、請求項２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記粘度増強剤は、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロ
キシエチルセルロース、カルボポール（登録商標）カルボマー、Ｐｅｍｕｌｅｎ（登録商
標）カルボマー、Ｎｏｖｅｏｎ（登録商標）カルボマー、ポリビニルアルコール、ポリエ



(3) JP 2020-531462 A5 2021.9.24

チレングリコール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ヒアルロン酸
のアルカリ金属塩、及びポリビニルピロリドンからなる群から選択される、請求項２に記
載の組成物。
【請求項５】
　前記界面活性剤は、ポリオキシエチレンソルビタンエステル界面活性剤、ポリオキシル
４０ステアレート、及びポリオキシル４０水素化ヒマシ油からなる群から選択される、請
求項２に記載の組成物。
【請求項６】
　前記等張剤の構成要素はグリセリンを含有し、前記粘度増強剤はＰｅｍｕｌｅｎ（登録
商標）カルボマー及びヒドロキシプロピルメチルセルロースを含有し、前記界面活性剤は
ポリオキシエチレンソルビタンエステル界面活性剤を含有する、請求項２に記載の組成物
。
【請求項７】
　殺生物剤をさらに含有する、請求項６に記載の組成物。
【請求項８】
　前記殺生物剤は、塩化ベンズアルコニウム（ＢＡＫ）、塩化ベンゼトニウム、メチルパ
ラベン、エチルパラベン、フェニル水銀塩、過ホウ酸ナトリウム、クロロブタノール、ヘ
キセチジン、安定化されたオキシクロロ複合体（Ｐｕｒｉｔｅ（登録商標））、及び安定
化されたチメロサールからなる群から選択される、請求項７に記載の組成物。
【請求項９】
　グリセリン、Ｐｅｍｕｌｅｎ（登録商標）カルボマー、ヒドロキシプロピルメチルセル
ロース、ポリオキシエチレンソルビタンエステル界面活性剤、及び塩化ベンズアルコニウ
ムを含有する、請求項１に記載の組成物。
【請求項１０】
　０．０５％～０．１％のアボカド油と、１％のグリセリンと、Ｐｅｍｕｌｅｎ（登録商
標）カルボマーと、ヒドロキシプロピルメチルセルロースと、ポリオキシエチレンソルビ
タンエステル界面活性剤と、０．００５％の塩化ベンズアルコニウムを含有する、請求項
１に記載の組成物。
【請求項１１】
　ヒマシ油をさらに含有する、請求項１０に記載の組成物。
【請求項１２】
　ヒマシ油を０．０５％～０．１％にて含有する、請求項１１に記載の組成物。
【請求項１３】
　１．３センチポアズ～８センチポアズの粘度を有する、請求項１に記載の組成物。
【請求項１４】
　４センチポアズ～１００センチポアズの粘度を有する、請求項１に記載の組成物。
【請求項１５】
　１００センチポアズを超える粘度を有する、請求項１に記載の組成物。
【請求項１６】
　ヒトの眼又は皮膚の表面を処置するための組成物において、
　水と、
　０．０５％～０．５％のアボカド油と、０．０５％～０．５％のヒマシ油とを含有する
疎水性構成要素であって、ドライアイ症候群の愁訴があるヒトの眼に入れられたときに、
ドライアイ症候群を有利に処置するために有効な量で存在する疎水性構成要素とを含有し
、
　前記組成物は、ａ）１．３センチポアズ～１００センチポアズ、及びｂ）１００センチ
ポアズを超える数値から選択される粘度を有する、組成物。
【請求項１７】
　等張剤、粘度増強剤、及び界面活性剤をさらに含有する、請求項１６に記載の組成物。
【請求項１８】
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　前記等張剤の構成要素はグリセリンを含有し、前記粘度増強剤はＰｅｍｕｌｅｎ（登録
商標）カルボマー及びヒドロキシプロピルメチルセルロースを含有し、前記界面活性剤は
ポリオキシエチレンソルビタンエステル界面活性剤を含有する、請求項１７に記載の組成
物。
【請求項１９】
　１％のグリセリンと、０．０５％～０．００２％のＰｅｍｕｌｅｎ（登録商標）カルボ
マーと、０．２％のヒドロキシプロピルメチルセルロースと、０．０５％～０．４％のポ
リオキシエチレンソルビタンエステル界面活性剤と、０．００５％の塩化ベンズアルコニ
ウムを含有する、請求項１８に記載の組成物。
【請求項２０】
　前記疎水性構成要素は０．０５重量％～０．５重量％の範囲にて存在する、請求項１６
に記載の組成物。
【請求項２１】
　スキンケア用組成物において、
　水と、
　０．０５％～０．５％のアボカド油と、０．０５％～０．５％のヒマシ油とを含有する
疎水性構成要素とを含有し、
　前記スキンケア用組成物は、ドライアイ症候群の愁訴があるヒトの眼に入れられたとき
に、ドライアイ症候群を有利に処置するために有効な量で存在する疎水性構成要素を含有
し、
　前記組成物は、ａ）４センチポアズ～１００センチポアズ、及びｂ）１００センチポア
ズを超える数値から選択される粘度を有する、スキンケア用組成物。
【請求項２２】
　等張剤、粘度増強剤、及び界面活性剤をさらに含有する、請求項２１に記載のスキンケ
ア用組成物。
【請求項２３】
　前記等張剤の構成要素はグリセリンを含有し、前記粘度増強剤はＰｅｍｕｌｅｎ（登録
商標）カルボマーを含有し、前記界面活性剤はポリオキシエチレンソルビタンエステル界
面活性剤を含有する、請求項２２に記載のスキンケア用組成物。
【請求項２４】
　エマルションからなる、請求項２１に記載のスキンケア用組成物。
【請求項２５】
　ドライアイの治療のための薬剤として有効であるように眼瞼の処置のために調剤されて
いる、請求項２１に記載のスキンケア用組成物。
【請求項２６】
　化粧用調剤において、
　水と、
　０．０５重量％～０．５重量％のアボカド油と、０．０５重量％～０．５重量％のヒマ
シ油とを含有する疎水性構成要素とを含有し、
　前記疎水性構成要素は、ドライアイ症候群の愁訴があるヒトの眼に入れられたときに、
ドライアイ症候群を有利に処置するために有効な量で存在する疎水性構成要素を含有し、
　前記化粧用調剤は、ａ）１．３センチポアズ～１００センチポアズ、及びｂ）１００セ
ンチポアズを超える数値範囲から選択される粘度を有する、化粧用調剤。
【請求項２７】
　前記化粧用調剤は、アイライナー、アイシャドー、名キャップのファンデーションの組
成物、及びマスカラからなる群から選択される化粧品として有効である、請求項２６に記
載の化粧用調剤。
【請求項２８】
　ドライアイの愁訴があるヒトのドライアイ症候群を治療するための医薬品の製造に用い
る、請求項１～２０のいずれかに記載の組成物の使用方法。
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【請求項２９】
　人工涙液組成物の製造に用いる、請求項１～２０のいずれかに記載の組成物の使用方法
。
【請求項３０】
　皮膚処置のための組成物の製造に用いる、請求項１～２５のいずれかに記載の組成物の
使用方法。
【請求項３１】
　眼瞼処置のための組成物の製造に用いる、請求項１～２５のいずれかに記載の組成物の
使用方法。
【請求項３２】
　化粧品組成物の製造に用いる、請求項１～２７のいずれかに記載の組成物の使用方法。
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